
[bookmark: _Hlk183686563]秘密保持契約書（双務型案）

学校法人北海道科学大学 北海道科学大学（以下「甲」という。）、＿＿＿＿（以下「乙」という。）は、次のとおり契約（以下｢本契約｣という。）を締結する。

（目的）
第１条　本契約は、甲乙間で実施を検討する共同研究、共同開発、技術相談その他の協業活動（以下「本目的」という。）に関連して、必要に応じて任意かつ相互に開示される秘密情報の取り扱いに関し、当事者の権利義務を定めることを目的とする。
２　本契約は、次の各号のいずれかに該当する事項を合意したり、確約したりするものではない。
（１）甲及び乙の将来の協業・取引の開始
（２）秘密情報に関する知的財産権の実施・利用もしくは使用許諾又は譲渡
（３）秘密情報の内容・正確性・完全性・有用性その他に関する一切の保証

（秘密情報）
第２条　本契約において「秘密情報」とは、本契約期間中、本目的のために開示する契約当事者（以下「開示者」という。）が他の契約当事者（以下「受領者」という。）に有形又は無形の手段によって開示又は提供される一切の情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
（１）秘密である旨が明示された、書面、図面その他の有形物による情報
（２）秘密である旨が明示された、電子メールその他の電子的又は電磁的方法による情報
[bookmark: _Hlk180597646]（３）口頭又は視覚による方法により開示された情報のうち、開示時に秘密である旨が告知され、かつ開示後３０日以内に書面により特定された情報
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、かつ受領者が合理的な証拠により書面で証明したものは、秘密情報に含まれない。
（１）開示時点で既に公知であった情報、又は受領者が既に保有していた情報
（２）開示後、受領者の責に帰すべき事由によらず、公知となった情報
（３）受領者が、正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
（４）開示者が、第三者に対して秘密保持義務を課すことなく開示した情報
（５）受領者が、開示者の秘密情報によらず、独自に開発した情報
３　前二項の規定にかかわらず、開示者が受領者に対して開示するサンプルのうち、公知又は一般に入手可能なものを除き、当該サンプル及びこれに付随又は関連する情報は、本契約上の秘密情報として取り扱う。

（秘密保持）
第３条　受領者は、秘密情報を厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、本目的以外の目的に使用してはならない。
２　受領者は、秘密情報を自己の保有する他の資料及び物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって厳重に管理しなければならない。
３　受領者は、秘密情報を第三者に開示、公表又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
（１）開示者の事前の書面による承諾を得た場合
（２）弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等法律上の守秘義務を負っている者に開示する必要がある場合
（３）法令に従い秘密情報を開示せざるを得ない場合。この場合、受領者は、開示者に対し当該開示の必要が生じた旨及び開示する秘密情報の内容を書面で可能な限り事前に通知し、その開示範囲を開示せざるを得ない最小限度に留めるとともに、秘密情報の秘密性を保護するため適切な措置をとらなければならない。
４　受領者は、秘密情報に付された秘密である旨の表示を変更、削除又は隠蔽してはならない。
５　受領者は、本目的のために合理的に必要な範囲に限り、サンプルを除く秘密情報を複製することができる。この場合、受領者は、複製した秘密情報にも秘密である旨の表示を付し、これを元の秘密情報と同等に取り扱わなければならない。
６　受領者は、秘密情報に対し、開示者の書面による事前の承諾なく、分析、解析、リバースエンジニアリング等を自ら実施してはならないとともに、第三者に実施させてはならない。
７　受領者は、本契約が終了した場合又は開示者から要求があった場合には、開示者の指示に従い、秘密情報（複製物又は改変物があるときはこれを含む。）を遅滞なく開示者に返還し、又はこれを破棄するとともに、破棄した場合にはその事実を証する書面を速やかに開示者へ提出するものとする。但し、甲が開示又は提供したサンプルについては、乙は破棄することはできず、必ず甲に返還するものとする。
８　受領者は、本目的のために必要最小範囲内において、自己の役員、職員及び従業員（甲の学生を含む。）及び本件目的を行うにあたり必要となるコンサルタント（以下「従業員等」という。）に秘密情報にアクセスさせ又は開示することができるものとする。
９　受領者は、従業員等及び第３項第１号に定める開示者の承諾を得て秘密情報を開示する第三者（以下総称して「開示先」という。）に対して秘密情報を開示する場合、かかる開示の前に、本契約により自己が負う義務と同等以上の義務を当該開示先に課すものとし、当該開示先に当該義務の不履行があった場合は、自らに秘密保持義務違反があったものとして一切の責任を負う。

（秘密情報の帰属）
第４条　甲及び乙は、秘密情報の開示により、相手方の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾を伴うものでないことを確認する。

（輸出管理）
第５条　受領者は、秘密情報を日本国外に持ち出す場合又は日本国非居住者に開示する場合、外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理規則、その他の関係法令を遵守しなければならない。

（救済及び損害賠償）
第６条　受領者は、自己又は自己の開示先の管理下において秘密情報が漏洩した場合、漏洩拡大を防止するためのあらゆる措置（差止請求を含むが、これに限られない。）を講じるとともに、開示者の要求がある場合には、信義誠実の原則に従い、誠実に協力しなければならない。
２　甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、これを賠償しなければならない。この場合、合理的な範囲内の弁護士費用及び差止請求その他これに要した費用を含むものとする。

（非譲渡性）
第７条　甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位又は権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、又はその他一切の処分をしてはならない。

（期間）
第８条　本契約は、契約締結日から起算して２年間効力を有するものとする。
２　前項の定めにかかわらず、 本契約終了後も、第３条の規定は３年間効力を有し、第７条から第１２条までの規定はなお効力を有する。

（協議）
第９条　本契約に規定のない事項又は本契約の条項に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、信義誠実の原則に従い、速やかに円満に解決するものとする。

（合意管轄）
第１０条　本契約に関連して甲乙間に生じた紛争を訴訟によって解決する場合、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（反社会的勢力の排除）
第１１条　甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自ら又はその役員（取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。）若しくは従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを併せて「反社会的勢力等」という。）に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
1. 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
1. 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
1. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
1. 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
1. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
２　甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
（1） 暴力的な要求行為
（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為
（3） 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
（4） 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
（5） その他前各号に準ずる行為
３　甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに取引契約を解除し、又は本目的を終了することができるものとする。
４　甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。

以上、本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校法人北海道科学大学 北海道科学大学
　　学長　　　　　　　　川　上 　 　敬


　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　


